
多賀城市監査委員告示第７号

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、

その結果を次のとおり公表する。

平成２９年６月２３日

多賀城市監査委員 佐伯 光時

多賀城市監査委員 根本 朝栄

１ 監査の種類

定期監査

２ 監査実施対象及び期日等

監査対象 監査実施日 

市民経済部 

生活環境課 ５月１５日（月） 

市民課 ４月２６日（水） 

税務課 ５月１０日（水） 

収納課 ５月９日（火） 

農政課 ４月２４日（月） 

商工観光課 ５月２３日（火） 

教育委員会事務局 

教育総務課 ５月３１日（水） 

学校教育課 ５月１７日（水） 

生涯学習課 ５月２５日（木） 

文化財課 ５月２９日（月） 

埋蔵文化財調査センター ５月２６日（金） 

３ 監査の範囲及び方法 

平成２８年度の財務事務及び事務事業の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを

主眼として、試査照合及び関係職員から説明を受けるなどの方法により実施した。 

４ 監査の結果

別紙のとおり



平成２９年４、５月実施 市民経済部 定期監査結果 

  監査の結果を全般的に見ると、概ね適正な事務処理が行われていると認められ

たが、時間外勤務手当の支給誤り及び行政財産使用料の算定誤りが見られた。また、

手数料の取扱いについて検討を要する事項も見られた。 

今後はこれらに留意の上、適正な執行に努めて頂きたい。 

対  象 生活環境課 

実 施 日 平成２９年５月１５日（月） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

  なし 

３ 指導事項 

 犬の登録手数料について 

 登録申請に基づき徴収した手数料が、二重登録の判明により還付されてい

る。多賀城市手数料条例第３条第２項では「既に徴収した手数料は、還付し

ない」と規定されていることから、当該還付は条例の根拠が無いことになる

ため、今後の還付事務について検討されたい。 

対  象 市民課 

実 施 日 平成２９年４月２６日（水） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 非常勤職員の時間外勤務手当について 

 (1) 週休日における非常勤職員の時間外勤務手当の支給誤り１件 

   （「正規の勤務時間」と「１００分の１００の時間外勤務手当が支給

された時間」の合計が一週間で３８時間４５分を超えないものについ

て、１００分の１３５の支給割合で支給しているもの） 

(2) 勤務を要する日における非常勤職員の時間外勤務手当の支給誤り１件

   （「正規の勤務時間」と「１００分の１００の時間外勤務手当が支給

された時間」の合計が一日で７時間４５分を超えるものについて、１

００分の１００の支給割合で支給しているもの） 

３ 指導事項 

  なし 



平成２９年４、５月実施 市民経済部 定期監査結果 

対  象 税務課 

実 施 日 平成２９年５月１０日（水） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

  なし 

３ 指導事項 

  なし 

対 象 収納課 

実施日 平成２９年５月９日（火） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

  なし 

３ 指導事項 

  なし 

対 象 農政課 

実施日 平成２９年４月２４日（月） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

  なし 

３ 指導事項 

  なし 



平成２９年４、５月実施 市民経済部 定期監査結果 

対 象 商工観光課 

実施日 平成２９年５月２３日（火） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 行政財産使用料について 

 多賀城駅南立体駐車場敷地内土地について、電話柱用地として３か月分の

使用許可を行っているが、使用料の月割計算を誤ったために使用料を過少に

徴収していたもの１件 

３ 指導事項 

  なし 



平成２９年５月実施 教育委員会事務局 定期監査結果 

監査の結果を全般的に見ると、概ね適正な事務処理が行われていると認められ

たが、時間外勤務手当、上下水道料の実費徴収金、県支出金の歳入調定、教育財

産の使用料について、金額の誤りが見られた。 

今後はこれらに留意の上、適正な執行に努めて頂きたい。 

対  象 教育総務課 

実 施 日 平成２９年５月３１日（水） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 (1) 工事用水道料実費徴収金について 

 城南小学校校舎長寿命化改良等工事において、工事請負業者に対して上下

水道使用に係る実費徴収金を請求しているが、算定基礎となる工事日数を誤

って実費徴収金額を算出していた。 

 (2) 職員の時間外勤務手当について 

 週休日の振替に伴う１００分の２５の時間外勤務手当が支給されていない

もの１件 

３ 指導事項 

  なし 

対  象 学校教育課 

実 施 日 平成２９年５月１７日（水） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

県支出金の歳入調定について 

 スクールソーシャルワーカー活用事業委託金について、平成２８年度当初

に交付決定があり歳入調定を行っているが、年度末の交付確定通知に基づく

歳入調定金額の変更が行われていない。 

３ 指導事項 

  なし 



平成２９年５月実施 教育委員会事務局 定期監査結果 

対  象 生涯学習課 

実 施 日 平成２９年５月２５日（木） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 教育財産使用料について 

 多賀城市総合体育館第二駐車場内土地に係る教育財産使用許可について、

使用料の算出は相続税路線価を用いることとなっているが、実際には固定資

産税評価額を用いて使用料を算定していた。 

３ 指導事項 

  なし 

対 象 文化財課 

実施日 平成２９年５月２９日（月） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

  なし 

３ 指導事項 

  なし 



平成２９年５月実施 教育委員会事務局 定期監査結果 

対 象 埋蔵文化財調査センター 

実施日 平成２９年５月２６日（金） 

１ 特別指摘事項 

  なし 

２ 指摘事項 

 職員の時間外勤務手当について 

 同一支給割合でかつ二科目から時間外勤務手当を支給しているものについ

て、各科目における勤務時間数の端数処理を誤ったために、時間外勤務手当

の支給時間数を誤ったもの１件 

３ 指導事項 

  なし 


